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案 件 

  議案第55号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案 



 

 

 

大阪市立高等学校学則の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

教員をはじめグローバルな視点から教育に係る様々な課題に対応できる人

材の育成をめざすことを目的とし、南高等学校、西高等学校及び扇町総合高

等学校を再編整備し、令和４年４月に新普通科系高等学校を開設することと

した。 

先般、大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案が可決され、桜和高

等学校を設置することに伴い、必要な規定整備を行うため、規則の一部を改

正する。 

 

２ 改正の内容 

第２条の表（課程の組織及び修業年限）及び第９条の表（収容定員）に 

大阪市立桜和高等学校を追加する。 

 

第２条 〔項目〕  〔追加内容〕 

          校名    大阪市立桜和高等学校 

課程別   全日制 

          設置学科  教育文理 

          修業年限  ３年 

     

     第９条 〔項目〕  〔追加内容〕 

          校名    大阪市立桜和高等学校 

課程別   全日制 

収容定員  240 

 

３ 施行日 

  令和４年４月１日 



議案第 55号 

 

   大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案 

 

 大阪市立高等学校学則（昭和 35年大阪市教育委員会規則第８号）の一部を次

にように改正する。 

第２条の表中大阪市立水都国際高等学校の項の次に次のように加える。 

「 

大阪市立桜和高等学校 同 教育文理 同 

」 

 

第９条第１項の表中大阪市立水都国際高等学校の項の次に次のように加える。 

「 

大阪市立桜和高等学校 同 240 

」 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  



（参照）                          （太字は改正）  

 

                               

   大阪市立高等学校学則（抄） 

 

第２条 大阪市立高等学校（以下「学校」という。）に設置する課程の組織及び

修業年限は、次のとおりとする。 

校  名 課程別 設置学科 修業

年限 

省 略 全日制 省 略 ３年 

大阪市立水都国際高等学校 

大阪市立桜和高等学校 

同 

同 

省 略 

教育文理 

同 

同 

省 略 同 省 略 同 

 

第９条 収容定員は、次のとおりとする。 

校名 課程別 収容定員 

省 略 全日制 省 略 

大阪市立水都国際高等学校 同 省 略 

大阪市立桜和高等学校 同 240 

省 略 同 省 略 

 

２－３ 省 略 



参考 

第２条 大阪市立高等学校（以下「学校」という。）に設置する課程の組織及び修業年限

は、次のとおりとする。 

校名 課程別 設置学科 修業年

限 

大阪市立高等学校 全日制 普通・理数・英語 3年 

大阪市立東高等学校 同 普通・理数・英語 同 

大阪市立南高等学校 同 英語・国語・英語探究 同 

大阪市立西高等学校 同 英語・流通経済・情報科学・教育情報 同 

大阪市立桜宮高等学校 同 普通・人間スポーツ科学 同 

大阪市立汎愛高等学校 同 普通・体育（体育･武道（スポーツ）） 同 

大阪市立水都国際高等学校 

大阪市立桜和高等学校       

同 

同 

グローバル探究 

教育文理 

同 

同 

大阪市立大阪ビジネスフロン

ティア高等学校 

同 グローバルビジネス 同 

大阪市立住吉商業高等学校 同 商業 同 

大阪市立淀商業高等学校 同 商業・福祉ボランティア 同 

大阪市立鶴見商業高等学校 同 商業 同 

大阪市立都島工業高等学校 同 工業（機械・電気電子工学・都市工学・

理数工学・建築・機械電気） 

同 

大阪市立泉尾工業高等学校 同 工業（工業化学・ファッション工学･セラ

ミック･機械・電気） 

同 

大阪市立生野工業高等学校 同 工業（機械・電気・電子機械） 同 

大阪市立東淀工業高等学校 同 工業（機械工学・電気工学・理工学） 同 

大阪市立工芸高等学校 同 工業（インテリアデザイン・プロダクト

デザイン・ビジュアルデザイン・建築デ

ザイン・映像デザイン）・美術 

同 

大阪市立扇町総合高等学校 同 総合 同 

大阪市立咲くやこの花高等学

校 

同 演劇・食物文化・総合 同 

大阪市立中央高等学校 定時制 普通・ビジネス 3年以

上 

大阪市立都島第2工業高等学

校 

同 普通・工業（機械・電気・都市工学・建

築） 

同 

大阪市立第2工芸高等学校 同 工業（インテリア・クラフト・デザイ

ン） 

同 

 



 

 

第９条 収容定員は、次のとおりとする。 

校名 課程別 収容定員 

大阪市立高等学校 全日制 960 

大阪市立東高等学校 同 960 

大阪市立南高等学校 同 400 

大阪市立西高等学校 同 560 

大阪市立桜宮高等学校 同 849 

大阪市立汎愛高等学校 同 960 

大阪市立水都国際高等学校 同 160 

大阪市立桜和高等学校 同          240 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 同 840 

大阪市立住吉商業高等学校 同 720 

大阪市立淀商業高等学校 同 720 

大阪市立鶴見商業高等学校 同 720 

大阪市立都島工業高等学校 同 1,200 

大阪市立泉尾工業高等学校 同 600 

大阪市立生野工業高等学校 同 560 

大阪市立東淀工業高等学校 同 609 

大阪市立工芸高等学校 同 720 

大阪市立扇町総合高等学校 同 480 

大阪市立咲くやこの花高等学校 同 720 

大阪市立中央高等学校 定時制 1,120 

大阪市立都島第二工業高等学校 同 480 

大阪市立第二工芸高等学校 同 480 

２ 学校に転学又は編入学する者に係る収容定員は、教育長が別に定める。 

３ 募集人員は、毎年教育長が定める。 


